
【問い合わせ　生活課　福祉健康班　☎９３－６１６９】

つらい気持ちや悲しい気持ち、相談してみましょう

「最近、何もやる気がおきない」「よく眠れなくなった」などということはあり
ませんか？悩みを抱えていたり、つらいことがあったりすると、こころが疲れ心
身にさまざまな影響が現れます。これを放っておくと、うつ病などのこころの病
気のリスクが高まります。うつ病は自殺を引き起こすことがある病気の一つです。

悩みごとやつらいことは、一人で抱え込んでいるとどんどん膨らみ、抱えきれなくなってし
まうことがあります。しかし、身近な人に相談するのは、抵抗を感じるかもしれません。そん
なときには、専用の相談窓口を利用するという方法もあります。電話相談だけでなく、メール
で相談を受け付けてくれる窓口もあるので、まずは気軽に相談してみましょう。

生活課　福祉健康班 ☎９３－６１６９
平日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝日年末年始を除く）

町社会福祉協議会 ☎８３－１３６８
平日　午前８時３０分～午後５時１５分（祝日年末年始を除く）

福島　いのちの電話

▲スマホからはこちら

電話相談  ☎０２４－５３６－４３４３　年中無休
午前１０時～午後１０時
※毎月第３土曜日は、午前１０時～翌日午前１０時まで２４時間受付
メール相談 　下記のことを書いて、soudan@fukushima-inochi.com

宛に送信してください
①ハンドル名　②性別　③年代　④相談内容
※原則５日以内に返信。スマホ・携帯電話からも送信可
URL：https://www.fukushima-inochi.com/

厚生労働省ホームページ

▲スマホからはこちら

「まもろうよ　こころ」
URL：https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

【相談窓口】

こころが疲れていませんか？
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町では、職員の給与を町の条例に従って支払っています。その金額などは、民間企業の給与の
調査に基づいて出される、国や県の人事委員会の勧告を元に、国やほかの地方公共団体との均
衡を考慮し、町議会の審議を経て決定されます。職員の人事運営の状況を、条例に基づき、職
員の給与や職員数などを中心にお知らせします。

住民基本台帳人口
（令和３年３月３１日） 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ／Ａ 前年度人件費率

１５，２９９人 ８，９６３，５９８千円 ３７０，８２０千円 １，３８２，２８４千円 １５．４ ％ １７．０ ％

●人件費の状況（令和２年度普通会計決算）

区       分 法定初任給額 採用２年経過後 在職年数７年以上
１０年未満

在職年数１０年以上
１５年未満

在職期間１５年以上
２０年未満

一般
行政職

大学卒 １９３，１００円 ２０９，０００円 ２４８，０００円 ２８９，７００円 ３２１，０００円
短大卒 １７２，７００円 １９４，８００円 ２４１，７００円 該当者なし ３２９，４００円
高校卒 １５８，４００円 １７４，２００円 ２０９，０００円 該当者なし 該当者なし

●職員の在職年数別・学歴別平均給料月額の状況� 令和３年４月１日現在

一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
３１０，５００円 42.2 歳 該当なし 該当なし

●職員の平均給料月額および平均年齢の状況
� 令和 3年 4月 1日現在

区　分 給料月額等 期末手当

給
料

町 長 ７９６，０００円 【令和２年度支給割合】
副 町 長 ６４０，０００円  ６月期　１２月期
教 育 長 ５９９，０００円 １．５月分　１．６月分

●特別職の報酬などの状況

区　分 ６月期 １２月期 合計
期末手当 １．２５月分 １．２５月分 ２．５月分
勤勉手当 ０．９５月分 ０．９５月分 １．９月分

手当の種類 支給総額（令和２年度） 職員一人当たりの支給月額
（令和２年度）

扶養手当 １８，１６７千円 ２２，２６３円
住居手当 ４，２９１千円 ２７，５０６円
通勤手当 ７，９００千円 ６，３３０円
時間外手当 ２０，９９６千円 １１，３６１円
寒冷地手当 ８，７６０千円 １０，５５４円

退職手当

勤続年数 自己都合 定年
２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分
２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５月分
３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９月分

最高限度額 ４７．７０９月分 ４７．７０９月分
１人当たりの平均支給額　１９，８６６千円

●手当の状況� 令和３年４月１日現在

町職員の給与と職員数の状況をお知らせします

職員数 A
給与費 １人当たり給与費

Ｂ /Ａ給料 期末・勤勉手当 その他手当 計 B
１５２人 ５６７，２９０千円 ２２３，１５５千円 ７２，４１４千円 ８６２，８５９千円 ５，６７７千円

●職員給与費の状況（令和３年度普通会計予算）

※その他の手当に退職手当は含まない

※退職手当は福島県総合事務組合より支給
１人当たり平均支給額は令和 2 年度に退職した職
員の平均額

区　分 給料月額等 期末手当

給
料

議 長 ２９９，０００円 【令和２年度支給割合】
副 議 長 ２４２，０００円  ６月期　１２月期
議 員 ２２１，０００円 １．５月分　１．６月分

※普通会計：一般会計と坂下東第一地区土地区画整備事業特別会計
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【 問い合わせ　総務課　行政管理班　☎８４－１５０３ 】

区分
部門

職員数 対前年増減数
令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度

一
般
行
政
部
門

議会 ( 議会事務 ) ２人 ２人 ０ ▲１
総務（企画・財政・防災・戸籍など） ３５人 ３５人 ０ ０
税務（課税・徴収） １０人 １０人 ０ ０

民生（福祉・保育所） ２２人 ２２人 ０ ▲１
衛生（健康管理・環境） ８人 ７人 １ ▲２
農林水産（農林業振興） １３人 １３人 ０ ０
商工（商工・観光振興） ５人 ５人 ０ ０
土木（道路・住宅・公園整備など） １１人 １０人 １ ▲２

計 １０６人 １０４人 ２ ▲６
特別行
政部門

教育 ( 学校教育・社会
文化・文化振興など ) ４３人 ４４人 ▲１ １

小　計 １４９人 １４８人 １ ▲５

公
営
企
業
な
ど

会
計
部
門

水 道 ４人 ４人 ０ ０
下 水 道 ３人 ３人 ０ ０

国民健康保険 ５人 ５人 ０ ０
介護保険 ５人 ５人 ０ ０
小 計 １７人 １７人 ０ ０

合 計 １６６人 １６５人 １ ▲５

●部門別職員数� 令和３年４月１日現在

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的な職務 主事・技師など 副主査・
主任技師など

主査・技査・主任主査・
主任技査など

副主幹・主幹
など 課長 課長

職員数 ３２人 ２４人 ５７人 ３７人 ８人 １人
構成比 20.13％ 15.09％ 35.85％ 23.27％ 5.03％ 0.63％

●階級別職員数の状況（再任用職員除く）� 令和３年４月１日現在

退職
再就職先 再就職者

合計特別職 再任用 民間企業など その他
５人 0人 ０人 １人 ０人 1人

●退職管理の状況（令和２年度）

分限処分 懲戒処分
免職 降任 病気休職 免職 停職 減給 戒告
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

●分限および懲戒処分の状況（令和２年度）

一般行政職 技能労務職
採　用 ７人（４人） ０人（０人）
退　職 ５人（１人） ０人（０人）

●採用および退職

※採用は令和３年度、退職は令和２年度
※（　）は女性数で、内書き

フルタイム 短時間
令和３年度 ７人（２人） ０人（０人）
令和２年度 ９人（２人） ０人（０人）

●再任用職員の状況

※（　）は女性数で、内書き

１週間の勤務時間 ３８時間４５分
開始時刻 終了時刻 休憩時間

午前８時３０分 午後５時１５分 正午～午後１時

●勤務時間の概要（一般事務職）

平均取得日数 １０日
●年次有給休暇の取得状況（令和２年度）

育児休業 ７人（７人）
育児部分休業 １人（１人）

●休業に関する状況（令和２年度）

※（　）は女性数で、内書き

区　　　　分 受講者数
庁
内
研
修

職員全体研修 町として緊急の課題に対応するため重点的に取り組む内容を研修する 延べ 386 人
メンタルヘルス研修 メンタルヘルス不調の予防・早期発見、早期対応のための管理監督者ラインケア研修 29 人

会計事務研修 会計事務の総則・支出収入契約のポイントについて学ぶ基礎研修 １０人
外
部
研
修

ふくしま
自治研修センター研修 専門性や職位の業務のレベルアップを図る研修 延べ 29 人

そのほか民間研修 職務の専門性を高める研修や実務研修 ３人

●職員の研修の状況（令和２年度）
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町の部最多タイ・通算２７回目の入賞を目指して、その１秒を削り出せ！！！

第３３回 市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会（ふくしま駅伝）

『
第
33
回
市
町
村
対
抗
福

島
県
縦
断
駅
伝
競
走
大
会
』

（
略
称
・
ふ
く
し
ま
駅
伝
）

が
11
月
21
日
（
日
）
に
開

催
さ
れ
ま
す
。
昨
年
は
県

内
在
住
者
の
み
で
チ
ー
ム

を
構
成
し
、
例
年
の
16
区

間
か
ら
総
走
行
距
離
を
半

分
程
度
に
減
ら
し
た
9
区

間
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

今
年
は
県
外
在
住
者
の
出

場
も
可
能
と
な
り
、
16
区

間
に
戻
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

会
津
坂
下
町
チ
ー
ム
は
、

チ
ー
ム
全
員
で
心
を
ひ
と

つ
に
、
選
手
一
人
ひ
と
り

が
完
全
燃
焼
し
「
町
の
部

4
大
会
連
続
入
賞
」
を
目

指
し
ま
す
。

な
お
、
昨
年
同
様
、
今

年
も
無
観
客
開
催
と
な
る

た
め
、
ス
タ
ン
ド
や
沿
道

で
の
応
援
は
で
き
ま
せ
ん
。

応
援
バ
ス
の
運
行
も
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
ぜ
ひ
テ
レ
ビ
・

ラ
ジ
オ
の
前
で
、
応
援
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

■
練
習
に
励
む
チ
ー
ム
の

様
子
や
抱
負
な
ど
を
加
藤

秀
法
監
督
に
伺
い
ま
し
た
。

─
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
昨
年
か

ら
各
種
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の

中
止
や
無
観
客
開
催
が
相

次
ぎ
、
選
手
の
選
考
や
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
な

ど
非
常
に
難
し
い
状
況
で

す
。
い
ま
チ
ー
ム
に
参
加

し
て
く
れ
て
い
る
選
手
た

ち
は
、
ふ
く
し
ま
駅
伝
へ

の
、
そ
し
て
我
が
町
へ
の

熱
い
想
い
を
持
っ
て
い
ま

す
。こ

の
大
会
を
目
標
に
練

習
に
励
ん
で
い
る
選
手
た

ち
に
と
っ
て
、
大
会
が
途

切
れ
る
こ
と
な
く
今
年
も

開
催
さ
れ
る
こ
と
は
励
み

に
な
り
ま
す
。
本
当
に
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
。
支

え
て
く
だ
さ
る
方
へ
の
感

謝
の
想
い
を
襷
に
込
め
て
、

町
の
部
入
賞
を
勝
ち
取
っ

て
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

白河市・しらかわカタールスポーツパーク陸上競技場　⇒　福島市・福島県庁前　　１６区間　９５．０ｋｍ
１１月２１日（日） 午前７時４０分スタート

■大会当日のレース状況はラジオ福島で完全生放送　　■ＴＵＦ（テレビユー福島）で前半生中継
★昨年の成績　タイム２時間４８分４７秒［９区間　５０．２ｋｍ］　町の部第９位［３年連続入賞］

チ
ー
ム
ナ
ン
バ
ー
は『
33
』。粘
り
強
い
走
り
で
、

必
死
に
襷
を
繋
ぐ
選
手
た
ち
を
応
援
し
よ
う
！
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会津坂下町チーム選手候補紹介

コース紹介（95.0㎞）

渡辺 乙羽
（上金沢）

会津学鳳高３年

大堀 利文
（中開津）

会津坂下町役場

田代 直希
（上町出身）
郡山自衛隊

永山 義信
（袋原）

会津坂下町役場

遠藤 司
（新開津）

若松商業高１年

新國 翔大
（茶屋町）
坂下中１年

田中 雄太
（新町出身）

川崎市立小教諭

玉川 准
（五香）

会津農林高１年

大堀 哲太
（中開津）
坂下中１年

田中 啓太
（新町）

会津坂下町役場

河原田 大樹
（矢ノ目）
坂下中３年

代島 美羽
（袋原）

坂下中１年

木戸 駿翔
（金上出身）

千葉科学大２年

永山 七雛
（柳町）

坂下中２年

物江 みゆ
（新富町）
坂下中１年

大島 和真
（大上）

アルトン工業㈱

長谷川 暖
（新栄町）
坂下中１年

関口 渉友
（塔寺）

日本体育大４年

新井田 彩乃
（杉）

坂下中２年

小林 未來
（古坂下）
坂下中１年

山田 遥希
（束原）

埼玉自動車大学校

武田 宗親
（御池田）
坂下中１年

芥川 知優
（青津）

坂下中１年

主　将

加藤 秀法
（青津）

監　督

遠藤 　晃
（新開津）

コーチ

川村　啓司
（新町）

顧　問

し
ら
か
わ
カ
タ
ー
ル
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク

（
白
河
市
総
合
運
動
公
園
）

陸
上
競
技
場

4.0 ㎞
女
子

8.2 ㎞
男
子

男
子

男
子

男
子

男
子

女
子

5.8 ㎞ 7.3 ㎞ 6.4 ㎞ 8.3 ㎞
男
子

5.4 ㎞
男
子
中
学
生

4.1 ㎞
男
子
中
学
生

3.0 ㎞
女
子
中
学
生

9.3 ㎞
男
子

3.9 ㎞
女
子

7.0 ㎞
男
子

4.8 ㎞
男
子

5.7 ㎞ 3.4 ㎞ 8.4 ㎞
男
子

ゴ
ー
ル

ス
タ
ー
ト

通
過
予
定
時
刻

7:40 7:52 8:17 8:36 9:00 9:19 9:45 10:03 10:18 10:27 10:57 11:10 11:32 11:47 12:05 12:17 12:41

郡
山
市

郡
山
北
工
業
高
校
内

郡
山
市

宝
来
屋 

郡
山
総
合
体
育
館
前

郡
山
市

ゼ
ノ
ア
ッ
ク

日
本
全
薬
工
業
㈱
内

須
賀
川
市
役
所
内

鏡
石
町

鳥
見
山
陸
上
競
技
場
内

矢
吹
町
役
場
内

泉
崎
さ
つ
き
公
園
前

サ
ン
フ
レ
ッ
シ
ュ
白
河

大
沼
体
育
館
前

郡
山
市
日
和
田

平
成
記
念
郡
山

こ
ど
も
の
も
り
公
園
入
口
前

本
宮
市

㈱
白
岩
屋
商
店
前

大
玉
村

㈱
イ
イ
ジ
マ
前

二
本
松
市
役
所
内

二
本
松
市

安
達
支
所
前

福
島
市

松
陵
中
学
校
前

福
島
大
学
入
口

福
島
県
庁
前

第
１
区

第
２
区

第
３
区

第
４
区

第
５
区

第
６
区

第
７
区

第
８
区

第
９
区

第
10
区

第
11
区

第
12
区

第
13
区

第
14
区

第
15
区

第
16
区

【問い合わせ　教育課　生涯学習班　☎８３－３０１０】
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●中岩田南団地
・駐車場（１台分）を設置してあります。（月額２，５００円）
・浴槽・給湯器などの別途リース料がかかります。（月額１，６５０円）
・原則単身者のみの入居申し込みはできません。

●新中岩田団地・古町川尻団地
・駐車場がありませんので、車を所有している方は民間駐車場を借りることを条件とします。

【入居要件】

※いずれの住宅も、家賃は収入により異なります。
▼入居予定時期　　１２月上旬頃
▼入居資格  次の⑴～⑺すべて満たす事が条件です。
⑴現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
⑵地方税および上下水道使用料などを滞納していないこと。
⑶過去において公営住宅に入居していた方およびその配偶

者が入居する場合は、過去の家賃を滞納していないこと。
⑷世帯の収入が、公営住宅法により定められた収入額

以下であること（原則 月収１５８，０００円以下）。
⑸入居しようとする者が暴力団員など反社会的勢力に

該当しないこと。
⑹単身入居（中岩田南団地を除く）の場合は、次のい

ずれかに該当すること。
①年齢が６０歳以上であること
②身体障害者手帳 ( １～４級 ) 所持者
③精神障害者手帳 ( １～２級 ) 所持者
④知的障がい者 ( 精神障がいに相当する程度 )
⑤戦傷病者手帳 ( 特別項症～第一款症 ) 所持者
⑥原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた方)
⑦生活保護法に基づく被保護者など

⑺その他
①団地内のルールを守り、お互いに協力して円滑

な共同生活ができる方
②家賃の支払いなど契約条項を遵守できる方

▼申し込みに必要な書類
○町営住宅入居申込書（建設課都市土木班にあります）
○住民票謄本（市町村の戸籍窓口で交付）

入居者全員の本籍 ･ 続柄 ･ 世帯主が記載されているもの
別居扶養親族がいる場合はその方の分も必要

○所得を証明できる書類（所得証明書など）
１８歳以上の入居者全員。所得のない方も必要です。
ただし、所得のない高校生・大学生は学生証の写し
でも可
１８歳未満の方でも収入のある方は所得証明書が必要

○納税証明書（市町村の税務窓口で交付）
他市町村に住所がある方は、当該年度および過去２
か年分の納税証明書が必要

○婚約証明書（婚約中の方が申し込む場合）
○現在お住まいのアパートの賃貸借契約書の写し
○入居の際は緊急連絡人が１名必要となります。

▼受付期間
１０月２６日（火）～１１月９日（火）　
午前８時３０分～午後５時１５分
※土日祝日を除く
▼書類提出先　
役場２階　建設課　都市土木班

【問い合わせ　建設課　都市土木班　☎８４－１５０６】

団地名／住宅棟 住　　所 住宅の構造 タイプ 家　賃 学　　区

中岩田南団地
１号棟２０１号室（２階） 字中岩田１０

（新町）

平成 12 年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

3 ＤＫ ２２，４００～
４４，０００円

坂下南幼稚園

坂下南小学校

中岩田南団地
８号棟３０３号室（３階）

平成 22 年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターあり

２ＤＫ １８，８００～
３７，０００円

新中岩田団地
1 号棟２２６２号室（３階）字中岩田４７

（新町）

昭和５８年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

3 ＤＫ

１３，９００～
２７，４００円

新中岩田団地
2 号棟１１４９号室（３階）

昭和５９年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

１４，１００～
２７，８００円

古町川尻団地
５号棟２４２号室（１階）

字古町川尻
４２６（緑町）

昭和５４年度建築
鉄筋コンクリート造４階建
エレベーターなし

１３，９００～
２７，３００円

坂下東幼稚園

坂下東小学校

住宅にお困りの方を対象に、町営住宅の入居者を募集します

【募集住宅】
【募集戸数】　５戸
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道路管理へのご協力をお願いします

【問い合わせ　建設課　都市土木班　☎８４－１５０６】

町内の道路は整備されてから年数が経ち、老朽化が目立ってきています。町では道路パトロー
ルを実施していますが、目が行き届かないところも生じます。毎日の通勤、通学に必要な大切
な道路を使いやすく安全なものとするため、道路管理へのご協力をお願いします。

③道路や歩道に敷鉄板などを置く場合は許可が必要です。
工事などで道路や歩道に敷鉄板などを置く場合には許可が必要です。下記までご連絡ください。

②道路上の異常（穴が開いている・水が出ているなど）を見つけた時。
道路の異常は、通行する車両、歩行者に対して重大な事故の原因となり大変危険です。
下記のような異常や破損箇所を発見した場合は、下記までご連絡ください。

●道路の穴、陥没、路肩が崩落している
●道路側溝、ガードレールなどの破損　
●道路や歩道への倒木
●大雨などにより水が溢れて道路が通れない場合

①道路や歩道への樹木の張り出し、倒木などにご注意ください。
道路や隣接地への樹木の張り出し、倒木などにより、家屋や車両が破損する事故が

発生しています。また、冬期間の除雪作業に支障をきたす事例も発生しています。町
で対応するのは、台風や大雨などによる倒木で通行に支障がある緊急時のみとなりま
す。普段から、倒木の恐れがあるものや道路へ張り出した枝については、所有者が責
任を持って適正な管理を行うようお願いします。

万が一倒木などにより他者に損害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われることになります。
日常管理はもとより、大雨や強風により危険が予想されるときは十分に注意してください。

●道路上に樹木や枝が張り出している場合には、樹木の伐採または枝払いを行うこと。 
●傾いている木など倒木のおそれのある場合は、樹木の伐採を行うこと。 
●病害虫による松枯れ、ナラ枯れなどは、倒木の危険があるので防除伐採などの措置を行うこと。
●強風、大雨、大雪の際は、危険がないか特に注意を払うこと。

「ホームスタート」は、妊婦さんや６歳未
満のお子さんがいるご家庭に研修を受けたボ
ランティア（先輩ママ）が訪問して、話をし
たり一緒に家事や育児をする家庭訪問型子育
て支援です。子育てに不安がある、相談する
人がいない、広場へ遊びに行けないなどの子
育てに悩みや心配事のあるご家庭に先輩ママ
が訪問します。

話し相手になったり、一緒に出掛けたりし
ましょう。ぜひ、利用してみてはいかがでしょ
うか？

「ホームスタートばんげ」を利用しませんか？
あなたの子育てをサポートします

※活動はフレンドシップを主としたものであり、ベビー
シッターや家事代行はしません。

※訪問中にかかわったプライバシーに関する情報は、個
人情報として慎重に扱い、秘密は厳守されます。

《利用について》
対　 象
利 用 料

訪問回数
申込方法

妊婦さんや６歳未満のお子さんがいる家庭
無料（訪問活動は無償ボランティアで行われ
ます）
週に１回２時間程度、４回が目安です
下記問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ　ホームスタートばんげ（ＮＰＯ法人こころの森）　☎２３－９３２０】

13



年齢区分 生年月日
３歳児（年少） 平成３０年４月２日 ～ 平成３１年４月１日生まれ
４歳児（年中） 平成２９年４月２日 ～ 平成３０年４月１日生まれ
５歳児（年長） 平成２８年４月２日 ～ 平成２９年４月１日生まれ

■対象児

■通園区域（行政区）
坂下南幼稚園

坂下地区（橋本・仲町・小原・新栄町・柳町・諏訪町・鉄砲町・新町・新富町）、
若宮地区、川西地区、八幡地区、高寺地区

坂下東幼稚園
坂下地区（古坂下・上町・桜木町・緑町・本町・茶屋町）、
金上地区、広瀬地区

■提出物・持参物
①教育・保育給付認定申請書、②入園許可申請書、③印鑑
※「預かり保育」利用希望者は、下記の書類が必要となりますので、書類配布時にお知らせ

ください。

■申込期間：１１月２９日（月）～１２月４日（土）正午～午後６時　
 ※ 4 日（土）は午後 4 時まで受付
■申込方法：入園予定の幼稚園に必要書類を提出
 ※申し込み時に面談があるので、お子さんと一緒に来園してください。
 ※すべての書類がそろわないと受け付けできない場合があります。
 ※体調不良により期間内に申し込みができない場合は、子ども課にご連絡ください。

「預かり保育」とは、保護者の就労や出産などを理由に家庭保育が難しい方に対し、幼
稚園の教育時間外もお子さんを預かる事業のことです。
	対	象	者 保護者の就労などにより、下記の時間帯も保育が必要な児童。
	利用時間 平日：午前７時～８時、午後２時～６時
  土曜：午前７時～午後６時
  ※午後６時～７時は、「特別預かり保育」を実施します（利用料あり）。
	申込方法 幼稚園の申込時に必要書類を提出。
	提	出	物 ①子育てのための施設など利用給付認定申請書
  ②預かり保育利用申込書
  ③就労証明書などの保育の必要性を証明する書類

預かり保育の申込みについて

令和４年度　坂下南・東幼稚園新入園児募集！
〈申込書類〉

１１月１日（月）から
各幼稚園・

子ども課（南分庁舎）
にて配布

【問い合わせ　子ども課　子ども支援班　☎８４－３７１２／坂下南幼稚園　☎８３－２４１０／坂下東幼稚園　☎８３－８５９０】
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虐待をなくすために私たちが出来ること

児童・高齢者・障がい者の虐待は身近に起こりうる問題であり、それを防ぐために地域の皆
さん一人ひとりの気づきや声かけなどの見守りが大切です。
「これは虐待かしら…」のように「虐待のおそれ」があると思った段階で、相談窓口へお知ら

せください。この時「虐待である」という証拠は必要ありません。
なお、ご連絡をいただいた方のお名前が相手方に伝わることはありません。

児
童
虐
待
と
は

高
齢
者
虐
待
と
は

障
が
い
者
虐
待
と
は

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、
激しく揺さぶる、やけどを負わせ
る、溺れさせる　など

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、また意思に反して
身体を拘束された場合　など

身体的虐待

①身体的虐待
②性的虐待
③心理的虐待
④放棄や放任
⑤経済的虐待

家に閉じ込める、食事を与えない、ひ
どく不潔にする、自動車の中に放置す
る、病気になっても病院に連れて行か
ない　など

ネグレクト

言葉による脅し、無視、嫌がらせに
よって精神的な苦痛を与える　など

心理的虐待

・身の回りの世話や金銭の管理をしている家族や親族
または同居人などによる虐待

養護者による虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい
間での差別的扱い　など

心理的虐待

治療を受けさせない、必要な介護サー
ビスの利用を妨げる、世話をしない　
など

介護・世話の放棄・放任

・施設やサービス事業所で働いている職員による虐待
障がい者福祉施設従事者などによる虐待

・障がい者を雇用している事業主による虐待
使用者による虐待

子どもへの性的嫌がらせ　など
性的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、
本人が希望する金銭の使用を制限する　
など

経済的虐待

【児　　童】 福島県会津児童相談所 ☎２３－１４００　※全国共通３桁ダイヤル「１８９」
 子ども課　子ども支援班 ☎８４－３７１２

【高  齢  者】 会津坂下町地域包括支援センター ☎８４－２７００
 生活課　保険年金班 ☎８４－１５１３

【障がい者】 生活課　福祉健康班 ☎８４－１５２２

虐待に関する相談窓口

児童・高齢者・障がい者虐待は私たちの身近で起こりうる問題です
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